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商工会議所・商工会の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者および特定非営利活動法人
※申請をされる方は当所へ事前にご相談ください。

機械装置費：補助事業計画の遂行に必要な機械装置等の購入に要する費用
広　報　費：ホームページ開設・パンフレット・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用

するために支払われる費用
開　発　費：新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製

造、改良、加工するために支払われる費用　等

 小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。

コロナウイルス感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコ
ロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援することを目的とする。

能代商工会議所　中小企業相談所　TEL：0185-52-6342

能代市商工労働課　TEL：0185-89-2186

１．2021年1月1日及び申請日時点で、能代市内に住所を有する個人事業者（農業収入は対象外）または能
代市内に主たる事務所を有する法人

２．2020年度以前に課税された市税等（納期限：2021年3月31日以前）の滞納がない
３．2020年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
４．新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年1月～6月の間の連続した3ヵ月間の月平均売上額

が、前々年又は前年の同期間の月平均額と比較して30％以上減少している
※2020年2月～12月末までに創業した方、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者（フ

リーランス等）の方はご相談ください。

・支援金申請書　　・納税証明書（支援金用）　　←市役所税務課にて発行
〔個人の場合〕・確定申告書（＊青色申告の場合、決算書の１、２ページ）
〔法人の場合〕・法人税確定申告書、法人事業概況説明書の１、２ページ
　＊受領印又はe-Tax通知が無い場合、税務署で発行する納税証明書が必要です。
・今年1月以降の売上台帳
・申請者（法人名）の通帳の写し（表紙と１，２ページ目の両方）　　・本人確認書（写真付きのもの）

比較対象期間（2019年または2020年）の事業収入 ÷ 12 × 12 × 5％ （千円未満切捨）
※事業収入は、新型コロナウイルス関連支援金等を除いたものとなります。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を
対象としています。
１．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している
　　※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

（平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率）× 助成率
※賃金の算定について、小規模事業者は簡略化できます。

１人１日あたり15,000円もしくは13,500円が上限

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999　〈受付時間〉 9:00~21:00 （土日・祝日含む全日）

＜一般型＞

上限50万円

第6回受付
申請期限

実施期間

第7回受付

※第８回受付については改めてご案内します

２／３

＜低感染リスク型ビジネス枠＞※電子申請のみ

上限100万円 ３／４
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厚生労働省HP

月次支援金事業コールセンター、申請サポート会場電話予約共通
TEL：0120-211-240 〈受付時間〉8:30～19:00（土日・祝日含む全日）

確定申告書には受領印又は
e-Tax受信通知が必要

2021年10月1日（金）消印有効
交付決定通知受領後から
2022年7月31日（日）まで

交付決定通知受領後から
2022年11月30日（水）まで

2022年2月4日（金）消印有効

第４回受付
申請期限

実施期間

第５回受付 第６回受付
2021年11月10日（水）必着

交付決定日から
2022年8月31日（水）まで

交付決定日から
2022年10月31日（月）まで

交付決定日から
2022年12月31日（土）まで

2022年1月12日（水）必着 2022年3月9日（水）必着

機械装置等費：対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用等の事業の遂行に必要な機械装置の
購入に要する経費　

広 　 報 　 費：補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービスの取組をチラシ等で広報するために
要する費用　

開 　 発 　 費：感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービスに関する新商
品の試作開発に伴う原材料費　等

新型コロナ対応支援策のご案内 小規模事業者持続化補助金

補 助 率

対 象 者

補 助 額

締　　切

締　　切

対象経費

対象経費

補 助 率補 助 額

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

対　　象

必要書類

交 付 額

2021年12月28日(火)まで申請期間 交付申請書に必要書類を添付し、郵送または事前に電話
予約のうえ相談窓口へ

申請方法

両方満たす方のみ対象です。※電子申請のみとなります。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
　飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を
　受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上減少していること

給付対象

月次支援金

支給対象となる事業主

助 成 率

助 成 額

申請期間

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

（一般型・低感染リスク型ビジネス枠）

上限20万円／月 上限10万円／月 を支給します。中小法人等 個人事業者等

能代市長期影響継続事業者支援金 50万円個人最大 100万円法人最大

専用HP

詳しくはHPを
ご覧ください。

9月30日まで
特例措置を延長します

※申請には事前確認が
　必要です。

７月分：８月１日～９月30日
８月分：９月１日～10月31日

申請サポート会場 アキタスクエア１階（秋田市中通４−14−16）　※毎週土曜日、祝日は休館です。

※申請期間は対象月の翌月から２ヵ月間です。

　コロナ禍における中小企業の安定的な事業継続を支援するため、従業員等が業務出張後に県内医療機関で自費（自由診
療）によるＰＣＲ等検査を受けた場合に、その費用の一部を補助する制度

〇県内に本店または主たる事業所を有する県内中小企業者（個人事業主を含みます）
※農林漁業、金融保険業、医療業、社会福祉・介護事業、風俗営業など一部の業種は対象外です。
次のすべての項目に該当する場合の自費検査の費用を補助の対象とします。
●経営上必要な県外出張等から帰県した従業員等が、帰県後５日目以降に受けた検査
●発熱や咳など新型コロナウイルス感染症を疑う症状のない従業員等が受けた検査
●自費による検査（行政検査や医療保険の適用が受けられる検査は対象外です。）
●県内の自費検査可能な医療機関で、2021年４月１６日以降に受けた検査（ＰＣＲ検査、ＬＡＭＰ

法検査及び抗原定量検査に限ります。）
補助率：１／２　　限度額：１件当たり１万円　（１事業者当たり上限２０件） 
秋田県産業労働部　地域産業振興課　地域産業活性化班　TEL：018-860-2231

PCR等検査中小企業支援事業

補 助 対 象

補 助 対 象 費 用

補助率・上限額
お問い合わせ先
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有限会社 安田保険プランナー
損 害 保 険・生 命 保 険
保険と暮らしのパートナー

〒016-0014 秋田県能代市落合字上悪土171 TEL.0185-54-1911 0185-54-1910FAX.
安田保険プランナー 検索

代表取締役 清 水 　 証

厚生労働省
ウェブサイト

の方はこちら の方はこちら 詳しくはこちら

　この度、上記研修会を開催いたします。部会問わず参加可能ですので、参加ご希望の方は下記
お申込み先まで、ご連絡ください。

　政府より日本商工会議所を通じて、テレワーク等の推進による新型コロナ感染症拡大防止の協力要請があ
りました。各地域ではワクチン接種と様々な感染症対策が講じられておりますが、職場内等でのクラスター
が相次いで発生しておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
　また、テレワーク設備導入に活用し得る代表的な補助金制度は下記の通りです。お問い合わせは当所
（0185－52－6342）、または下記までお問い合わせください。

テレワーク等の推進による感染拡大防止について

BCP（事業継続計画）研修会　開催のお知らせ工業部会
主催

開催日時：2021年9月21日㈫午後1時30分～午後3時30分
会　　場：能代商工会館３階
開催内容： １.実効性のあるBCPについて

２.事業継続力強化計画について
講　　師：東京海上日動火災保険㈱秋田支店　　杉浦　健治　氏
定　　員：15名（定員になり次第締め切らせていただきます）

●ＩＴ導入補助金 ＜補助率1／2または2／3、補助上限30万円～450万円＞
【お問い合わせ先】サービス等生産性向上IT導入支援事業　TEL：0570-666-424

●持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠） ＜補助率3／4、補助上限100万円＞
※詳しくは、本誌Ｐ3をご覧ください。
【お問い合わせ先】持続化補助金低感染リスク型コールセンター　TEL：03-6731-9325

能代商工会議所 工業部会担当
TEL：0185―52―6341

お申込み先

厚生労働省

（略称：COCOCA）
新型コロナウイルス接触確認アプリ
接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性につ
いて、通知を受け取ることができる、スマートフォンのアプリです

＊画面イメージ

１メートル以内、15分以上の接触した可能性 ・接触に関する記録は、端末の中だけで管理し、外にはでません
・どこで、いつ、誰と接触したのかは、互いにわかりません
※端末の中のみで接触の情報（ランダムな符号）を記録します
※記録は14日経過後に無効となります
※連絡先、位置情報など個人が特定される情報は記録しません
※ブルートゥースをオフにすると情報を記録しません
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ご加入の皆さんには、個々にご連絡の上、9月中旬に口
座振込させていただきます。
※保険年齢とは加入または更新される年の5月1日における加入者
の年齢のことをいいます。（年齢は満年齢で計算し、1年未満の
端数は、6カ月を超えるものについては切上げて1年とし、6カ月
以下のものは切捨てます）

はまなす共済制度は、能代商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険（入院給付金付災害割増特約・ガン
重点保障型生活習慣病一時金特約付）と当商工会議所独自の給付制度を会員のみなさまにご利用いただくものです。

配当金のお知らせ

［お問合せ先］能代商工会議所 TEL.O185-52-6341 

1,207円
2,414円
3,621円
4,828円
6,035円

入 院 給 付 金 付 災 害 割 増 特 約・
ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付福祉団体定期保険
＋能代商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）共済制度 ｢はまなす共済｣

《2020年度配当金がつきました。》
配当金額口数（死亡保険金）

１口（ 50万円）
2口（100万円）
3口（150万円）
4口（200万円）
5口（250万円）

〈保険年齢〉 ※15～60歳の方

　新型コロナウイルス感染防止対策を講ずる飲食店を県が認証する制度を行っています。
　本制度は、一定の基準を満たす新型コロナウイルス感染防止対策を実施し、感染リスクを低減させている飲
食店を県が認証することで、飲食店における感染防止対策の徹底を図り、お客様に安心して利用していただく
環境を整えようとするものです。

秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証制度について

飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金（新型コロナ対策認証枠） 

次の全てを満たす事業者
○県内で客席を設けて食事を提供する飲食店を営む中小企業者（宿泊業を除く）
○「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証」（県認証）の申請をしている者
※補助対象となる店舗は、県認証を取得するために設備を導入した店舗のみとなります。

上限額　１店舗あたり30万円（補助率：４／５以内）

秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局　TEL：018－896－6622

2022年2月28日㈪　※締切日　午後５時必着申請受付期間

対 　 象 　 者

補 助 金 額

お問い合わせ先

「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証」を取得するための設備導入を支援します 

※手洗い設備は全て、自動水栓、肘式又は足踏み式（レバー式）にする必要があります！！

手でひねる
蛇口 自動水栓 肘式 又は 足踏み式

（レバー式）➡ 及び



住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ
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　独立行政法人日本学生支援機構（JASSO)では、従業員が返還する奨学金を企業が代理返還できる制度
を設けています。人材確保に向けて、ぜひ制度をご利用ください。

下記のとおり、検定試験の日程をご案内いたします。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の事項にご留意していただきますようお願い
いたします。
　　　１．試験会場への入場時に検温を行わせていただきます。
　　　２．会場内では、必ずマスクを着用してください。
　　　３．試験当日に発熱等の症状がある方は受験をお断わりする場合がございます。
　　　４．新型コロナウイルス感染状況によっては検定試験が中止になる場合があります。

お問い合わせ 独立行政法人日本学生支援機構　奨学事業戦略部　奨学事業総務課　総務係
TEL 03－6743－6029

奨学金の企業の代理返還制度　日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）

①【法人税】代理返済分は、給与として損金算入
　　　　　　できます
②代理返還制度の利用企業が、日本学生支援機構
　のHPに掲載されます

＜ 企業から機構へ直接送金した場合 ＞

2021.4.1～
企業⇒機構への直接送金が可能に

機構

企業 返還支援
対象者

送金 支援要件によって
　　一部返還

～代理返還制度を利用すると、
　　企業にもメリットがあります～
～代理返還制度を利用すると、
　　企業にもメリットがあります～

●日商簿記検定

2021年度下期　検定試験のご案内2021年度下期　検定試験のご案内

級
1～3級 2021年11月21日㈰ 2021年10月 5日㈫～2021年10月25日㈪
2・3級 2022年 2月27日㈰ 2022年 1月11日㈫～2022年 1月31日㈪

施行日 申込受付期間

●珠算検定（そろばん）・暗算検定・段位認定試験
級

1～10級 2021年10月24日㈰ 2021年 9月 6日㈪～2021年 9月24日㈮
1～10級 2022年 2月13日㈰ 2021年12月20日㈪～2022年 1月13日㈭

施行日 申込受付期間

【お申込み・お問合せ先】　能代商工会議所　各検定担当　TEL 52-6341
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【お申込み・お問合せ先】　能代商工会議所　各検定担当　TEL 52-6341

会員の窓

●プロフィール
　平成28年2月5日に合同会社尚生を設立し、同年4月1日障が
いのある児童の放課後支援｢尚生こども園｣を開園、平成30年5
月に障がい者の就労支援Ｂ型事業所｢アトリエ・デ・ソレイユ尚
生｣、同年8月には障害者向けグループホーム｢メルシーハウス尚
生｣を開所しました。この度開業5周年を期に、8月1日から障が
い児向け放課後支援のデイサービスと障がい者向け就労支援の
事業を一つの建物に集約し多機能型事業所となりました。
　障がい児には日中活動の場を、障がい者には就労支援の場を
提供しています。
●お店で力を入れているところ
　能代駅前からCafé＆kitchenメルシー 39も移転となり、新店
舗にて9月1日にオープン予定となっております。
　ランチ、お弁当提供の他、新たに菓子工房もオープン致します。
店頭販売の他、皆さまの事業所やご自宅に訪問販売も予定して
おります。
　障がい者の方 と々共に働く場として、地域のコミュニケーショ
ンスペースとしても提供していきます。
　また、障がい者の方々は、ねぎ農家で能代市特産のねぎの調
整作業を頑張っております。店舗ではふるさと特産品にもエント
リーしている｢ねぎみそ3種｣を販売しております。
●お客様へのメッセージ
　新しい事業所は、土地も広く自然に囲まれた、そして白神山地
と森吉山が眺望できる高台にあり、災害にも強い最適な場所です。
そしてインスタ映えするシチュエーションを是非一度こ堪能くだ
さい。
　施設の活動の様子や、メニューの品揃えなどＦacebookで発
信しております。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

尚生多機能型事業所(合同会社尚生)
（代表者　藤田　貴子）
〒016－0882　能代市鳳凰岱101番1
TEL 0185－74－6101
ホームページ　http://syouki39.co.jp/
メール　goudougaisya.syouki@lilac.plala.or.jp

（杉本）

9月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

10月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

金融相談

金融相談

第223回珠算能力検定試験

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

10：30

10：30

9：00

5日㈫

19日㈫

24日㈰

21日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

会員短信
〔代表者名〕
◇NPO白神ねっと
　新　理事長　中村　浩三
　旧　理事長　杉浦　和信

〔住所変更〕
◇尚生 多機能型事業所
　新　能代市鳳凰岱101‒1
　旧　能代市鳳凰岱94‒12

〔事業所名変更〕
◇新　㈱AGオオツカ
　旧　オートガレージオオツカ

◇居酒BALくるみ
　代表者　大高　朝秀
　部会：観光サービス
　住所：能代市西通町2‒47
　電話：080‒6039‒7878

◇㈱JES
　代表者　青木　航
　部会：木材・建設
　住所：能代市浅内字下西山53-7
　電話：0185‒54‒7387
　FAX：0185‒54‒7387

◇diningきぃmon
　代表者　木元　徹
　部会：観光サービス
　住所：能代市浅内字黒岡35
　電話：0185‒52‒1006
　電話：0185‒52‒1006

新入会員の紹介
◇酒のあっちゃん
　代表者　斉藤　アツ子
　部会：観光サービス
　住所：能代市柳町9‒34
　電話：0185‒52‒2239
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　東京オリンピックが無事に閉幕し、日本では過
去最多の27個の金メダルを含む58個の総メダル
数を獲得し有終の美を飾った。中でも印象深かっ
たのは女子バスケットボールです。チーム一丸とな

って準決勝では格上フランス相手に16点差で勝利し、決勝では６
連覇中のアメリカ相手に15点差まで迫り健闘し、チーム最高の準
優勝に輝いた。次回のオリンピックでもこの経験を活かし、再び
感動をみせてほしいです。
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編集／発行所　〔秋田〕能代商工会議所　秋田県能代市元町11-7　電話0185-52-6341　FAX0185-55-2233（会員の購読料は会費に含まれております）

能代電設工業株式会社 に勤務する

　「村井 舜也」です。
むら い しゅん や

　風力発電の新設工事のケーブリング作業
や、火力発電所構内で排出されるSO２などの
計測機器の点検が最近の主な仕事です。普段
は地域の子どもたちに卓球を教えたり、今年は
役七夕にも参加しました。地域との関わりを持
ち、暮らしを支える仕事に責任感とやりがいを
感じています。
　まだ入社してから１年なので、覚えなければ
いけない事が多々ありますが、将来的には先頭
に立って作業を進めていけるような存在にな
れるように、日々成長しながらこれからも頑
張っていきます。

業　種：建設業
出身校：能代高校卒、東北学院大学卒
住　所：能代市浜通町1-45
ＴＥＬ：0185-54-4249
ＦＡＸ：0185-54-2833
ホームページ：https://noden.jp/

マル経融資制度のご案内 マル経融資制度とは小規模事業者を対象とした
『無担保・無保証・低金利』の融資制度です。

お問い合わせ先　中小企業相談所　☎0185－52－6342

⑴申込月の第３週目までに下記の書類を
ご持参のうえ当所へ来所下さい。

　①直近２期分の決算書・確定申告書
　②直近試算表
　③現在の借入返済表など
※決算期が２期に満たない場合はご相談下さい。

⑵融資担当による事業概況の聞き取り　

⑶申込月の翌月にマル経審査会の開催

⑷日本政策金融公庫による審査

⑸融資決定後、借入契約書の提出

⑹日本政策金融公庫より申込月の翌月末頃
に指定の口座へ入金

入
金
ま
で
最
短
で
約
１
か
月
半
程
度

（注）なお、コロナ枠の一部対象者は、特別利子補給制度
により融資後３年間は実質無利子となります。

ご融資までの流れ

金　額

2,000万円

上記と別枠で
1,000万円

返済期間
（うち据置期間）

利率（年）
運転
資金

設備
資金

通
常
枠

コ
ロ
ナ
枠

７年
（１年） 1.21％10年

（２年）

上記利率より
－0.9％
（注）

７年
（３年）

10年
（４年）

※2021年
　9月1日現在


